
穴水町農林業者物価高騰対策
支援事業補助金のご案内

申請期間：令和7年10月1日～令和8年3月31日
穴水町では、肥料や燃料等の価格高騰に伴い影響を受ける、町内農林業者の負担軽減と経営の

安定化を図るために、燃料費等（肥料費、飼料費、種苗費、動力光熱費）の費用の一部を補助し
ます。

町内に住所（法人の場合は、本社又は主たる事業所の所在地）を有する農林業者（畜産含む）
及び農業法人であって、次の要件に該当する者

①令和６年分所得税確定申告又は令和７年度（令和６年分）町県民税申告（法人にあっては、交付申請
を行う直前の事業年度における税申告）をした者のうち、農業所得がある者

②令和７年産農畜産物の作付け又は飼養を行っていること
③町税及びその他納付金を滞納していないこと

【問合わせ先】 927-8601 穴水町字川島ラの１７４番地
穴水町 地域整備課 電話0768-52-3670

午前８時３０分から
午後５時１５分まで

令和６年分所得税確定申告又は令和７年度（令和６年分）町県民税申告（法人の場合は、交付申
請を行う直前の事業年度における税申告）における農業収入金額のうち、販売金額又は経費のうち、
肥料費、飼料費、種苗費及び動力光熱費の合計金額（法人の場合は、売上のうち、農業に係る販売
金額及び肥料費、飼料費、種苗費及び動力光熱費に相当する額の合計金額）に応じて、次のとおり
交付します。補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額となります。

○ 交付対象者

○ 補助金の額

区 分 補 助 額

収入金額のうち販売金額が100万円未満または、経費のうち、
肥料費、飼料費、種苗費、動力燃料費の合計が25万円未満の
どちらかに該当するもの

15,000円

収入金額のうち販売金額が100万円以上500万円未満かつ、経
費のうち、肥料費、飼料費、種苗費、動力燃料費の合計が25
万円以上のもの

15,000円＋（販売金額－100万円）
×0.01

収入金額のうち販売金額が500万円以上かつ、経費のうち、
肥料費、飼料費、種苗費、動力燃料費の合計が50万円以上の
もの

55,000円＋（販売金額－500万円）
×0.01
（ただし、上限は１０万円とする）

※補助金の計算方法については、裏面をご確認ください。

①穴水町農林業者物価高騰対策支援事業補助金申請書兼請求書
②令和６年分所得税確定申告書類（又は令和７年度（令和６年分）町県民税申告書類）の収支内訳書

（農業所得用）又は青色申告決算書（農業所得用）の写し（法人にあっては、売上のうち、農業に係
る販売金額及び肥料費、飼料費、種苗費及び動力光熱費に相当する額が分かる書類）

○ 申請に必要な書類

申請に必要な書類を下記、問合せ先まで持参又は郵送にて提出してください。
※申請書兼請求書は穴水町ホームページからダウンロードすることができます。
また、役場窓口でも交付いたします。

○ 申請方法



○ 補助金の計算方法
準備するもの：令和６年分収支内訳書（農業所得用）の写し（法人の場合は、売上のうち、農業

に係る販売金額及び肥料費、飼料費、種苗費、動力光熱費に相当する額がが分か
る書類）

３４５６７８９
１２３４５６
５４３２１

穴水 花子
アナミズ ハナコ

穴水町字○○ 果樹栽培農業

花子農園

0768-58-9123

３４３４５６６

【記載例】

農業収入のうち、
販売金額を確認します。

【計算式】
（3,456,789－1,000,000）×1％＋15,000＝39,567.89 ⇒ 39,500円
販売金額 （百円未満切り捨て）

②販売金額が100万円以上500万円未満で経費が25万円以上の場合

【計算式】
（6,543,210－5,000,000）×1％＋55,000＝70,432.1 ⇒ 70,400円
販売金額 （百円未満切り捨て）

※補助金の額が10万円以上となる場合は、補助額は10万円となります。

６５４３２１０
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５４３２１０

住吉 次郎
スミヨシ ジロウ

穴水町字□□ 露地野菜農業

住吉農園

0768-56-7890

７３２０９８７

【記載例】

農業収入のうち、
販売金額を確認します。
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４３２１

穴水 太郎
アナミズ タロウ

穴水町字△△ 米作農業

穴水農園

0768-12-3456

４８４５６６

【記載例】

農業収入のうち、
販売金額を確認します。
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経費とは、肥料費、

飼料費、種苗費、動力
光熱費の合計です。

③販売金額が500万円以上で経費が50万円以上の場合

①販売金額が100万円未満又は経費が25万円未満の場合⇒ 15,000円
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